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社  会  福  祉  法  人  志  友  会  定  款  

第１章  総則  

（目的）  

第１条  この社会福祉法人（以下「法人」という。）は、多様な福祉サービスが

その利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、

利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又はその

有する能力に応じ自立した日常生活を地域社会において営むことができるよう

支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。  

(1) 第一種社会福祉事業  

(ｲ) 障害児入所施設の経営  

(ﾛ) 障害者支援施設の経営  

(2) 第二種社会福祉事業  

(ｲ) 障害福祉サービス事業の経営  

(ﾛ) 障害児通所支援事業の経営  

(ﾊ) 障害児相談支援事業の経営  

(ﾆ) 一般相談支援事業の経営  

(ﾎ) 特定相談支援事業の経営  

(ﾍ) 老人デイサービス事業の経営  

（名称）  

第２条  この法人は、社会福祉法人志友会という。  

（経営の原則）  

第３条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果

的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する

福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推

進に努めるものとする。  

２ この法人は、地域社会に貢献する取組として、日常生活又は、社会生活上支援を必

要とする者に対して、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものと

する。  

（事務所の所在地）  

第４条  この法人の事務所を熊本県芦北郡芦北町大字芦北２８１３番地に置く。  

２  前項の他、この法人の従たる事務所を熊本県人吉市合の原町字莖の角４６１

番地２及び熊本県熊本市東区画図町大字重富字餅溝５７５番地に置く。  

 

第２章   評議員  

（評議員の定数）  

第５条  この法人に評議員７名以上１０名以内を置く。  

（評議員の選任及び解任）  

第６条  この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、

評議員選任・解任委員会において行う。  



２  評議員選任・解任委員会は、職員３名、外部委員１名の合計４名で構成する。  

３  選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員

会の運営についての細則は、理事会において定める。  

４  選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適

任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。  

５  評議員選任・解任委員会の決議は、委員会の過半数が出席し、その過半数をもっ

て行う。ただし、外部委員の１名以上が出席し、かつ、外部委員の１名以上が賛成

することを要する。  

（評議員の任期）  

第７条 評議員の任期は、選任後４年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関

する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。  

２ 任期の満了前に退任した評議員の後任として選任された評議員の任期は、退任した

評議員の任期の満了する時までとする。  

３ 評議員は、第５条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任し

た後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 

（評議員の報酬等）  

第８条 評議員の報酬は、無報酬とする。なお、費用弁償分については報酬等に含ま

れない。  

 

  第３章  評議員会  

 （構成）  

第９条  評議員会は、全ての評議員をもって構成する。  

 （権限）  

第 10条  評議員会は、次の事項について決議する。  

(1) 理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任  

(2) 理事及び監事の報酬等の額  

(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準  

(4) 計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認  

(5) 定款の変更  

(6) 残余財産の処分  

(7) 基本財産の処分  

(8) 社会福祉充実計画の承認  

(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項  

（開催）  

第 11条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後３ヶ月以内に１回開催す

るほか、必要がある場合に開催する。  

（招集）  

第 12条  評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき

理事長が招集する。  



２  評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、

評議員会の招集を請求することができる。  

（決議）  

第 13条  評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評

議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。  

２  前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する

評議員を除く評議員の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。 

(1) 監事の解任  

(2) 定款の変更  

(3) その他法令で定められた事項  

３  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項の

決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第１５条に定める

定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数

の枠に達するまでの者を選任することとする。  

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、評議員（当該事項について議決に加

わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意

思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。 

（議事録）  

第 14条  評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成す

る。  

２  議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人２名がこれに

署名し、又は記名押印する。  

 

  第４章  役員及び会計監査人並びに職員  

 （役員及び会計監査人の定数）  

第 15条  この法人には、次の役員を置く。  

(1) 理事  ６名以上９名以内  

(2) 監事  ２名  

２  理事のうち一名を理事長とする。  

３  理事長以外の理事のうち、１名を業務執行理事とする。  

４  この法人に会計監査人を置く。  

（役員及び会計監査人の選任）  

第 16条  理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。  

２  理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。  

（理事の職務及び権限）  

第 17条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を

執行する。  

２  理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行

し業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行す



る。 

３  理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に４箇月を超える間隔で２回以上、自

己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。  

（監事の職務及び権限）  

第 18条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告

を作成する。  

２  監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及

び財産の状況の調査をすることができる。  

（会計監査人の職務及び権限）  

第 19条  会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の計算書類（貸借

対照表、資金収支計算書及び事業活動計算書）並びにこれらの附属明細書及び

財産目録を監査し、会計監査報告を作成する。  

２  会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及

び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。  

(1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当

該書面。  

(2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されていると

きは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示した

もの。  

（役員及び会計監査人の任期） 

第 20条  理事又は監事の任期は、選任後２年以内に終了する会計年度のうち最終のも

のに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。  

２  後任として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までと

することができる。   

３  理事又は監事は、第１５条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は

辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事

としての権利義務を有する。  

４ 会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時

評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされな

かったときは、再任されたものとみなす。 

（役員及び会計監査人の解任）  

第21条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によっ

て解任することができる。  

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。  

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。  

２ 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することが

できる。 

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。  

(2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。  



(3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。  

３  監事は、会計監査人が、前項各号のいずれかに該当するときは、監事全員の同意

により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び

解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。  

（役員及び会計監査人の報酬等）  

第 22 条 理事及び監事の報酬等の額については、評議員会の決議よって定める。なお、費用

弁償分については報酬等に含まれない。 

２  会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定め

る。  

（職員） 

第 23条  この法人に、職員を置く。  

２  この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員（以下「施設長等」という。）

は、理事会において、選任及び解任する。  

３  施設長等以外の職員は、理事長が任免する。  

 

第５章  理事会  

（構成） 

第 24条  理事会は、全ての理事をもって構成する。  

（権限） 

第 25条  理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるもの

については理事長が専決し、これを理事会に報告する。  

(1) この法人の業務執行の決定  

(2) 理事の職務の執行の監督  

(3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職  

（招集） 

第 26条  理事会は、理事長が招集する。  

２  理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 

（決議） 

第 27条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過

半数が出席し、その過半数をもって行う。  

２  前項の規定にかかわらず、理事（当該事項について議決に加わることができる

ものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき

（監事が当該提案について異議をのべたときを除く。）は、理事会の決議があっ

たものとみなす。  

（議事録） 

第 28 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２  当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。  

 

第６章  資産及び会計  



（資産の区分）  

第 29条  この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財

産及び収益事業用財産の４種とする。  

２  基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。  

(1) 熊本県芦北郡芦北町大字芦北字井手上北２８１３番地所在の鉄筋コンク

リート造陸屋根４階建くまもと芦北療育医療センター   園舎     １棟（９，

３０３．０１平方メートル）  

(2) 同所２８１３番地所在のコンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建

くまもと芦北療育医療センター   ボンベ室     １棟（１２．６５平方メー

トル）  

(3) 同所２８１３番地１所在の鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建くまもと芦北療

育医療センター   調理室     １棟（２６０．２３平方メートル）  

(4) 同所２８１３番地１、２８２４番地１、２８２４番地６、２８２４番地７、

２８３４番地３所在の鉄筋コンクリート造陸屋根５階建くまもと芦北療育

医療センター  養護所     １棟（６，０１９．１６平方メートル）  

(5) 同所２８１３番地１、２８２４番地１、２８２４番地６、２８２４番地７、

２８３４番地３所在の鉄筋コンクリート造陸屋根平家建くまもと芦北療育

医療センター   機械室     １棟（３３．００平方メートル）  

(6) 同所２８２４番地所在の鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建くまもと芦北療育

医療センター  車庫   １棟（１１１．７６平方メートル）  

(7) 熊本県芦北郡芦北町大字芦北字井手上南２９３６番地１所在の木造スレー

ト瓦葺平家建くまもと芦北療育医療センター   園児休憩所    １棟（８７．

４７平方メートル）  

(8) 同所２９３６番地１所在の鉄骨造瓦葺３階建くまもと芦北療育医療セン

ター  厚生施設   １棟（３８９．０７平方メートル）  

(9) 熊本県芦北郡芦北町大字鶴木山字硴瀬１３８７番地１所在の木造スレート

葺平家建くまもと芦北療育医療センター  保養所   １棟（１３５．９４平

方メートル）  

(10) 熊本県人吉市合の原町字莖の角４６１番地２所在の鉄筋コンクリート造亜

鉛メッキ鋼板葺平家建障がい者支援施設けやき   養護所     １棟（２，４

７０．１６平方メートル）  

(11) 同所４６１番地２所在の鉄筋コンクリート造陸屋根平家建障がい者支援施

設けやき  機械室   １棟（６０．００平方メートル）  

(12) 同所４６１番地２所在のコンクリートブロック造スレート葺平家建障がい

者支援施設けやき   プロパン庫     １棟（９．６９平方メートル）  

(13) 同所４６１番地２所在の鉄筋コンクリート造セメント瓦葺平家建障がい者

支援施設けやき   養護所   １棟（５１０．１２平方メートル）  

(14) 同所４６１番地２所在の木造セメント瓦葺平家建障がい者支援施設けやき

倉庫   １棟（６４．９８平方メートル）  



(15) 同所４６１番地２所在の鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建障がい者支援施設

けやき  車庫   １棟（１５６．３６平方メートル）  

(16) 熊本県人吉市上原田町字牛塚字元川１８８４番地５、人吉市合の原字茎の

角４６１番地２所在の木造合金メッキ鋼板葺平家建障がい者支援施設けや

き  デイサービスセンター   １棟（２２７．１７平方メートル）  

(17) 熊本県熊本市東区画図町大字重富字餅溝５７６番地、５７５番地、５７４

番地、５７７番地、５７８番地２所在の鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼

板葺３階建くまもと江津湖療育医療センター、くまもと江津湖通園セン

ター  病院   １棟（２，８１４．８４平方メートル）  

(18) 同所５７６番地、５７５番地、５７４番地、５７７番地、５７８番地２所

在の鉄筋コンクリート造陸屋根平家建くまもと江津湖療育医療センター、

くまもと江津湖通園センター   機械室   １棟（２７．００平方メートル） 

(19) 同所５７８番地２、５７７番地、５７８番地１、５７６番地所在の鉄筋コンク

リート造陸屋根３階建くまもと江津湖療育医療センター   病院   １棟（２，

４６２．１０平方メートル）  

(20) 同所５７８番地２、５７７番地、５７８番地１、５７６番地所在の鉄筋コ

ン クリート 造陸屋 根平家建 くまも と江津湖 療育医 療センタ ー   機械室   

１棟（２５．２０平方メートル）  

(21) 同所５７０番地２、５７６番地所在の鉄筋コンクリート造陸屋根４階建く

まもと江津湖療育医療センター  病院   １棟（２，０５０．９９平方メー

トル）  

(22) 同所５７０番地２、５７６番地所在の鉄骨造陸屋根２階建くまもと江津湖

療育医療センター  洗濯場   １棟（１１２．２５平方メートル）  

(23) 同所５６８番地２所在の鉄骨造瓦葺２階建くまもと江津湖療育医療セン

ター、くまもと江津湖通園センター  寄宿舎   １棟（２９９．７８平方

メートル）  

(24) 同所５７８番地１、５７９番地所在の木造合金メッキ鋼板葺２階建くまも

と江津湖療育医療センター  病院   １棟（２，０９４．２７平方メート

ル）  

(25) 同所５７９番地所在の木造合金メッキ鋼板葺２階建くまもと江津湖療育医

療センター  園舎   １棟（３７０．９８平方メートル）  

(26) 熊本県芦北郡芦北町大字芦北字北田２３２４番地１、２３２３番地１所在

の鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺２階建ライフサポーティングセンター  ハート

フルゆうあい  養護所   １棟（１，７３０．４７平方メートル）  

(27) 同所２３２４番地１、２３２３番地１所在の鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家

建ライフサポーティングセンター  ハートフルゆうあい  機械室   １棟

（６５．３６平方メートル）  

(28) 熊本県芦北郡芦北町大字湯浦字友田９７番地６所在の鉄骨造陸屋根亜鉛

メッキ鋼板葺２階建長寿の里  養護所   １棟（６０４．９８平方メート



ル）  

(29) 熊本県芦北郡芦北町大字芦北字井手上北２８１３番１所在のくまもと芦北

療育医療センター   敷地     １筆（８，２５０．８９平方メートル）  

(30) 同所２８２４番１所在のくまもと芦北療育医療センター  敷地   １筆（２，

３０６平方メートル ) 

(31) 同所２８２４番２所在のくまもと芦北療育医療センター  敷地   １筆（１，

０３６平方メートル ) 

(32) 同所２８２４番３所在のくまもと芦北療育医療センター  敷地   １筆（１

３平方メートル ) 

(33) 同所２８２４番６所在のくまもと芦北療育医療センター  敷地   １筆（４

１６平方メートル ) 

(34) 同所２８２４番７所在のくまもと芦北療育医療センター  敷地   １筆（１

８４平方メートル ) 

(35) 同所２８３４番１２所在のくまもと芦北療育医療センター  敷地   １筆

（４６．５０平方メートル）  

(36) 同所２８３４番３所在のくまもと芦北療育医療センター  敷地   １筆（１，

３９０．９６平方メートル）  

(37) 同所２８３４番１１所在のくまもと芦北療育医療センター  敷地   １筆

（７．７８平方メートル）  

(38) 同所２８２３番所在のくまもと芦北療育医療センター  敷地   １筆（７

２．５３平方メートル）  

(39) 同所２８２６番１所在のくまもと芦北療育医療センター  敷地   １筆 

（１，１５３平方メートル）  

(40) 同所２８２９番７所在のくまもと芦北療育医療センター   敷地   １筆（４，

９１９平方メートル）  

(41) 同所２８２９番４８所在のくまもと芦北療育医療センター   敷地   １筆

（２８平方メートル）  

(42) 同所２８２９番４９所在のくまもと芦北療育医療センター   敷地   １筆

（２７平方メートル）  

(43) 同所２７９９番５９所在のくまもと芦北療育医療センター  敷地   １筆

（２，８６５平方メートル）  

(44) 同所２８１０番１所在のくまもと芦北療育医療センター  敷地   １筆（１

７５平方メートル）  

(45) 同所２８１９番２所在のくまもと芦北療育医療センター  敷地   １筆（１

８４平方メートル）  

(46) 同所２８１９番５所在のくまもと芦北療育医療センター  敷地   １筆（１

７３平方メートル）  

(47) 熊本県芦北郡芦北町大字花岡字塩井田１５０６番所在のくまもと芦北療育

医療センター  敷地   １筆（１，２３６平方メートル）  



(48) 同所１５１３番９所在のくまもと芦北療育医療センター  敷地   １筆  

（２，４２２平方メートル）  

(49) 熊本県芦北郡芦北町大字芦北字井手上南２９３５番１所在のくまもと芦北

療育医療センター  敷地   １筆（５３１平方メートル）  

(50) 同所２９３６番１所在のくまもと芦北療育医療センター  敷地   １筆  

（１，０４０．４３平方メートル）  

(51) 同所２９３９番１所在のくまもと芦北療育医療センター  敷地   １筆  

（１８６．９５平方メートル）  

(52) 同所２９３９番２所在のくまもと芦北療育医療センター  敷地   １筆  

（１，２５０平方メートル）  

(53) 同所２８７８番１所在のくまもと芦北療育医療センター  敷地   １筆  

（３４７平方メートル）  

(54) 熊本県芦北郡芦北町大字花岡字大迫１４６３番所在のくまもと芦北療育医

療センター  敷地   １筆（３０７平方メートル）  

(55) 熊本県芦北郡芦北町大字鶴木山字硴瀬１３８７番１所在のくまもと芦北療

育医療センター  敷地   １筆（６７０．５２平方メートル）  

(56) 熊本県芦北郡芦北町大字芦北字井手上北２８０３番地３所在のくまもと芦

北療育医療センター敷地   １筆（５２３．７６平方メートル）  

(57) 熊本県人吉市合の原町字莖の角４６１番２所在の障がい者支援施設けやき

敷地   １筆（１３，５９１．７４平方メートル）  

(58) 熊本県人吉市合の原町字南古川下４７４番１所在の障がい者支援施設けや

き  敷地  １筆（１３９平方メートル）  

(59) 熊本県人吉市上原田町字牛塚字元川１８８４番５所在の障がい者支援施設

けやき  敷地   １筆（１，２７１．４２平方メートル）  

(60) 同所１８８４番１９所在の障がい者支援施設けやき  敷地   １筆（３，６

１９平方メートル）  

(61) 熊本県熊本市東区画図町大字重富字餅溝５７４番所在のくまもと江津湖療

育医療センター、くまもと江津湖通園センター   敷地     １筆（５９１．０

０平方メートル）  

(62) 同所５７５番所在のくまもと江津湖療育医療センター、くまもと江津湖通

園センター  敷地   １筆（９１５．００平方メートル）  

(63) 同所５７６番所在のくまもと江津湖療育医療センター、くまもと江津湖通

園センター  敷地   １筆（１，１１４．００平方メートル）  

(64) 同所５７７番所在のくまもと江津湖療育医療センター、くまもと江津湖通

園センター  敷地   １筆（１，２６９．００平方メートル）  

(65) 同所５７８番２所在のくまもと江津湖療育医療センター、くまもと江津湖

通園センター  敷地   １筆（１，２８０．０３平方メートル）  

(66) 同所５７８番１所在のくまもと江津湖療育医療センター、くまもと江津湖

通園センター  敷地   １筆（１，８１６．９６平方メートル）  



(67) 同所５７９番所在のくまもと江津湖療育医療センター、くまもと江津湖通

園センター  敷地   １筆（２，３８６．００平方メートル）  

(68) 同所５７０番２所在のくまもと江津湖療育医療センター、くまもと江津湖

通園センター  敷地   １筆（３，１９８平方メートル）  

(69) 同所５６８番１所在のくまもと江津湖療育医療センター、くまもと江津湖

通園センター  敷地   １筆（３，６０３平方メートル）  

(70) 同所５６８番２所在のくまもと江津湖療育医療センター、くまもと江津湖

通園センター  敷地   １筆（７４２．９８平方メートル）  

(71) 同所５６５番１所在のくまもと江津湖療育医療センター、くまもと江津湖

通園センター  敷地   １筆（２，８３５平方メートル）  

(72) 熊本県熊本市南区良町４丁目２６３番１所在のくまもと江津湖療育医療セ

ンター  敷地   １筆（１，２９４平方メートル）  

(73) 同所２６７番１所在のくまもと江津湖療育医療センター  敷地   １筆（１

５８平方メートル）  

(74) 熊本県芦北郡芦北町大字芦北字北田２３２３番１所在のライフサポーティ

ングセンター  ハートフルゆうあい  敷地   １筆（４３２．６１平方メー

トル）  

(75) 同所２３２４番１所在のライフサポーティングセンター  ハートフルゆう

あい  敷地   １筆（４，２６９．３９平方メートル）  

(76) 同所２３２４番５所在のライフサポーティングセンター  ハートフルゆう

あい  敷地   １筆（１５４．２０平方メートル）  

(77) 熊本県芦北郡芦北町大字湯浦字友田９７番６所在の長寿の里  敷地   １

筆（８２８．８２平方メートル）  

３  その他財産は、基本財産、公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財産と

する。  

４  公益事業用財産及び収益事業用財産は、第３７条に掲げる公益を目的とする事

業及び第３８条に掲げる収益を目的とする事業の用に供する財産とする。  

５  基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第２項に掲げるため、必

要な手続をとらなければならない。  

（基本財産の処分）  

第 30条  基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員

会の承認を得て、熊本県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号

に掲げる場合には、熊本県知事の承認は必要としない。  

１  独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合  

２  独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福祉貸

付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保と

する当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。）に関する契

約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合（協調融資に係

る担保に限る。）  



（資産の管理）  

第 31条  この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。  

２  資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、

又は確実な有価証券に換えて、保管する。  

（事業計画及び収支予算） 

第 32条  この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前

日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更す

る場合も、同様とする。  

２  前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該会計年度が終了

するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。  

（事業報告及び決算） 

第 33 条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を

作成し、監事の監査を受け、かつ、第 3号から第 6号までの書類について会計監査人の監査

を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 

(1) 事業報告 

(2) 事業報告の附属明細書 

(3) 貸借対照表 

(4) 収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書） 

(5) 貸借対照表及び収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）の附属明細書 

(6) 財産目録 

２ 前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号、第４号及び第６号の書類については、

定時評議員会に報告するものとする。ただし、社会福祉法施行規則第二条の三十九に定める

要件に該当しない場合には、第１号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評

議員会の承認を受けなければならない。 

３ 第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間、また、従たる事務所に３年間備

え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、

一般の閲覧に供するものとする。 

(1) 監査報告 

(2) 会計監査報告 

(3) 理事及び監事並びに評議員の名簿 

(4) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 

(5) 事業の概要等を記載した書類 

（会計年度）  

第 34条  この法人の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日をもっ

て終わる。  

（会計処理の基準）  

第 35条  この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほ

か、理事会において定める経理規程により処理する。  

（臨機の措置）  



第 36条  予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放

棄をしようとするときは、理事総数の３分の２以上の同意がなければならない。 

 

第７章  公益を目的とする事業  

（種別）  

第 37条  この法人は、社会福祉法第二六条の規定により、利用者が個人の尊厳を

保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるように支援す

ることなどを目的として、次の事業を行う。  

(1)居宅介護支援事業  

(2)医療法による「診療所」  

(3)地域生活支援事業  

(4)有料老人ホーム  

(5)地域型保育事業  

２  前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の３分の２以上の同意

を得なければならない。  

 

第８章  収益を目的とする事業  

（種別）  

第 38条  この法人は、社会福祉法第二六条の規定により、次の事業を行う。  

(1)法人の所有する不動産を活用して行う土地、建物貸付事業  

(2)法人の所有する不動産を活用して行う駐車場経営事業  

２  前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の３分の２以上の同意

を得なければならない。  

（収益の処分）  

第 39条  前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人の行う社会福

祉事業又は公益事業（社会福祉法施行令（昭和三三年政令第一八五号）第一三

条及び平成一四年厚生労働省告示第二八三号に掲げるものに限る。）に充てる

ものとする。  

 

第９章  解散  

（解散）  

第 40条  この法人は、社会福祉法第四六条第一項第一号及び第三号から第六号ま

での解散事由により解散する。  

（残余財産の帰属）  

第 41条  解散（合併又は破産による解散を除く。）した場合における残余財産は、

評議員会の決議を得て、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。  

 

第 10章  定款の変更  

（定款の変更）                                                        



第 42条  この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、熊本県知事

の認可（社会福祉法第四五条の三六第二項に規定する厚生労働省令で定める事

項に係るものを除く。）を受けなければならない。  

２  前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく

その旨を熊本県知事に届け出なければならない。  

 

第 11章  公告の方法その他  

（公告の方法）  

第 43条  この法人の公告は、社会福祉法人志友会の掲示場に掲示するとともに、

官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。  

（施行細則）  

第 44条  この定款の施行についての細則は、理事会において定める。  



      附   則                                                             

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし，この法人の成立後遅

滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。  

理   事   長         篠   原   幹   一  

理       事         大   谷   義   隆  

    〃             田   中   典   次  

    〃             福   田   令   寿  

    〃             篠   原   千   鶴  

監       事         吉   井   守之助  

 

   附  則  

この定款は、平成２３年  ４月  １日から施行する。  

平成２３年  ８月１１日から施行する。  

平成２４年  ２月  １日から施行する。  

平成２４年  ４月  １日から施行する。  

平成２４年  ５月２１日から施行する。  

平成２５年  ４月２４日から施行する。  

平成２６年  ２月１２日から施行する。  

平成２６年１０月３０日から施行する。  

平成２７年  ７月１０日から施行する。  

平成２７年１１月３０日から施行する。  

平成２８年  ２月  １日から施行する。  

平成２８年  ４月  １日から施行する。  

平成２９年  ４月  １日から施行する。  

令和  元年  ７月  １日から施行する。  


